


川口市既存建築物耐震診断補助金交付要綱 

 
（趣 旨） 

第１条 この要綱は、地震に対する建築物の耐力を確認し、地震災害に強い街づくりを促

進するため、住宅の耐震診断に関する補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、

川口市補助金等交付規則（昭和５０年規則第２４号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、必要な事項を定める。 

 

（用語の意義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、規則の定めると

ころによる。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）耐震診断  (一財)日本建築防災協会による耐震診断基準（以下「耐震診断基準」

という。）その他この基準と同等であると市長が認める方法により、建築物の地震に

対する安全性を評価することをいう。 

（２）床面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第３号に

よる床面積をいう。 

（３）マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が

１，０００㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として３階以上のものをい

う。 

 

（対象建築物） 

第３条 補助の対象となる建築物（当該建築物が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

の規定に違反していることが明らかなものを除く。）は、平成１２年５月３１日以前に工

事に着手し、建築された建築物（昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに

工事着手し、建築された建築物については、木造在来軸組構法によって建てられた地上

２階建て以下のものに限る。）で、次に掲げるものとする。 

（１）戸建て住宅（延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するものに限る。以下同じ。） 

（２）共同住宅及び長屋（マンションを除き、延べ面積の２分の１以上を居住の用に供

するものに限る。以下「共同住宅等」という。）ただし、建築基準法第１２条第１項

に規定する建築物に関しては、同法に基づく報告を行っているものに限る。 

 

（対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１）補助の対象となる住宅を所有している者（当該所有者の二親等以内の親族を含む。） 

（２）建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１条の規定に該当

する建築物（以下「区分所有建物」という。）の場合は、同法第２条第２項に規定す

る区分所有者の代表の者 

（３）前２号に掲げる者のほか、市長が補助金の交付を受けることが適正であると認め

る者 

 

 









川口市既存建築物耐震診断補助金交付要綱施行細目 

 

（総 則） 

第１条 この細目は、川口市既存建築物耐震診断補助金交付要綱（以下「交付要綱」とい

う。）に基づき規定すべき事項及び交付要綱を施行するに必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の意義） 

第２条 この細目における用語の意義は、交付要綱に定めるところによる。 

 

（耐震診断基準） 

第３条 交付要綱第２条の規定による耐震診断基準は次の表による。 

 表 

構造形式 耐 震 診 断 基 準 

木 造 
木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法

若しくは精密診断法 

鉄骨造 既存鉄骨造建築物の耐震診断指針 

鉄筋コンクリート造 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 

鉄骨鉄筋コンクリート造 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 

 

（補助の対象となる建築物） 

第４条 交付要綱第３条の規定による対象建築物に該当するものとされる建築物について

は、次の各号のいずれかに適合する場合であっても、これに該当するものとする。 

（１）昭和５６年６月１日以降に増築又は移転をした場合 

（２）住宅とその他の用途が、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えな

い構造方法で区分された建築物で、住宅の部分が交付要綱の規定に適合する場合 

 

（補助の対象者） 

第５条 対象建築物（区分所有建物の場合を除く。）の所有者が複数の場合は、所有者の内

の１名を補助対象者とする。なお、耐震診断費用の領収書のあて先及び振込依頼書の口

座は、補助対象者とする。 

 

附 則１から３ （略） 

 

附 則 ４ 

 

この細目は、令和７年４月１日より施行する。 














